
 

～新生児聴覚検査の費用を全額助成します～ 

《検査対象者》 

大子町に住所を有する新生児 

※ 受診票は、母子健康手帳交付時、又は転入手続き時にお渡ししています。 

《助成対象者および助成額》 

検査対象者の保護者に、新生児聴覚検査とされる初回検査（全員） および確認検査（必要とさ

れた児のみ）の費用を全額助成しています。 

《利用方法》 

【委託医療機関で聴覚検査を受ける場合】 
〇受診の際には、受診票を母子健康手帳と一緒に医療機関へ提出してください。検査費用の支

払いは不要です。 

 

【上記以外の医療機関で聴覚検査を受ける場合（償還払い）】 
〇 受診の際には、受診票を母子健康手帳と一緒に医療機関へ提出し、検査結果の記載を依頼し 

てください。 

〇 検査費用を全額支払った後、結果の記載された受診票と領収書を持参し、健康増進課で助 

成の申請手続きをしてください。後日指定の口座に検査費用をお支払いします。 

〇 検査を受けた日から１年以内に申請してください。 

 

 

 

・新生児聴覚検査受診票（医療機関にて実施した健診内容と結果が記載されているもの） 

・領収書 

・新生児聴覚検査償還払い請求書（健康増進課にあります） 

・振り込み口座（なるべく産婦本人のもの） 

・印鑑 

 

委託医療機関 

岩佐医院 大子町 加瀬病院 ひたちなか市 

ひたちなか母と子の病院 ひたちなか市 はやかわクリニック ひたちなか市 

水戸済生会総合病院 水戸市 水戸赤十字病院 水戸市 

江幡産婦人科病院 水戸市 石渡産婦人科病院 水戸市 

植野産婦人科医院 水戸市 塙厚生病院 福島県 

手続きに必要なもの 



《新生児聴覚検査とは》 

生まれてまもない赤ちゃんの耳のきこえの状態を調べるもので、赤ちゃんが眠っている間に自動

的に判定を行う痛みも副作用もない耳の検査です。基本的に出産した医療機関で検査を行います。 

 

《検査方法》 

 医療機関により、どちらかの検査を実施します。 

【自動聴性脳幹反応（自動ＡＢＲ）】 

両耳にヘッドホンのようなものをつけて音を出し、音を聞かせたときに脳（脳幹というところ）

から出る弱い電気の反応を測定します。これを機械が自動的に判定します。 

 

【耳音響放射（ＯＡＥ）】 

耳の穴（外耳道）に小さなスピーカーとマイクが付いた器具を入れて、音を出した時に耳（内耳の

蝸牛（かぎゅう）というところ）が反応した音をマイクで測定します。 

 

 

 

生まれたばかりの赤ちゃんは、 耳のきこえが正常でも、耳の中に液体が残っている、あるいは

検査の時に動いたりするため、正しい判定ができない場合があります。その際はあまり心配せず

に再検査を受けてください。 

また、検査に「反応あり（パス）」となった赤ちゃんでも、成長の過程で耳のきこえが悪くなる場

合がありますので、日ごろからお子さんの様子をよく観察し、心配なことがあればいつでも健康

増進課にご相談ください。 

 

          

【問合せ先】 〒319-3526 大子町大字大子１８４６ 

       大子町役場 健康増進課（大子町保健センター内） 

          TEL    ０２９５－７２－６６１１ 

          FAX   ０２９５－７２－６６１３ 

          E-mail kenkou@town.daigo.lg.jp 

検査を受けたら結果を確認しましょう！ 


